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特定個人情報保護評価（情報連携等追加）の公表について 

 
 
 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成２５

年法律第２７号）第２７条の規定等に基づき、特定個人情報ファイルの取扱いに伴う特定

個人情報の漏えい等を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための適切な措

置を講じていることを確認するため、特定個人情報保護評価を実施した上、個人情報保護

委員会に「特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）」を提出し、公表をしているところ

です。 
 このたび、新規に情報連携等（住基ネットからの個人番号の取得や他の情報保有機関と

の間での情報連携）のシステム構築がなされたため、「特定個人情報保護評価書（基礎項目

評価書）の事務の概要・システムの名称・法令上の根拠の追記等」を行いました。 
 情報連携等の追加がされた「特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）」を、個人情報

保護委員会に、別紙のとおり提出し、公表しましたのでお知らせします。 
 
 
● マイナンバー保護評価 Web-個人情報保護委員会 
  http://www.ppc.go.jp./mynumber/ 



特定個人情報保護評価書（基礎項 目評価書）

閏 d d 巴
吃端 d＝

兵庫県建 築健康保険組合 （以下 「当組合」という。）は、適 用、保険給付及
び保険料等徴収関係事務 において特定個人情報ファイルを取り扱うに当た

り、その取扱いが個 人のプライバシー等の権利利益 に影響を及 ぼしかねな
いことを認識 し、特定個 人情報 の漏えい、その他の事態が発 生するリスクを

軽減させるために適切な措置を講 じ、もって個人のプライバシー等 の権利利

益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

［平成28年1月 様 式2］



1関 連情報
T： 卜．

①事務の名称

②事務の概要

　ド

適用、給付及び徴収関係事務

〈制度内容〉
当組合は健康保険法（大正11年 法律第70号 ）並びに行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律 （平成25年 法律第27号 以下「番号法」という。）等に基づき、医療保険の運
営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに加入者の健康の維持・増進、加入者が受け
る医療の質の向上を図ることを目的としている。
その目的を達成するため当組合では、事業主と被保険者の代表による事業・運営計画の策定、保険料

の徴収、保険給付、診療報酬明細書の内容審査、健康診査や体力づくり等の保健事業、加入者への広

報活動などを行っている。
また、他の医療保険者等と共同して「被保険者等に係る情報の収集又は整理に関する事務」及び「被

保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務」を社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」と
いう）に委託することができる旨の規定が健康保険法に盛り込まれ、加入者の資格履歴情報と被保険者

枝番の採番管理、地方公共団体等と情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供、加入者の
本人確認に係る事務、その事務処理に必要な情報提供ネットワークシステムに接続する医療保険者等
向け中間サーバー等（以下「中間サーバー等」という。）及び住民基本台帳ネットワークシステムに接続す
るためのサーバの運用・管理を支払基金に一元的に委託することが可能になった。

当組合の加入者は、兵庫県の土木工事業、建築工事業、及び建築の設計監理業の①事業所の従業
者である被保険者及びその被扶養者（一般加入者）、②事業所を退職するまで2ヶ月以上被保険者で
あった期間があり任意に継続加入を申し出た者及びその被扶養者（任意継続加入者）で、いずれも後期

高齢者医療保険制度の適用年齢75歳 に到達すると加入者の資格を喪失する。

〈事務内容〉

当組合が行う事務のうち、番号法別表第1の第2項 「健康保険法による保険給付の支給、保健事業若し
くは福祉事業の実施又は保険料等の徴収に関する事務であって主務省令で定める」事務について、加

入者の個人番号等の特定個人情報を以下の範囲で利用する。
1．適用事務（加入者への保険給付や保険料徴収に当たって適用する資格関係情報等を取り扱う事務）

（D平成28年9月 から、資格を有する加入者の個人番号を事業所又は加入者から収集し登録する事務
（2）被保険者資格取得、資格喪失、被扶養者の異動等による資格の認定、資格関係情報変更の事務処
理に係る個人番号の確認及び個人番号による資格関係情報等の参照
（3）事業所又は加入者から個人番号が取得できない場合や個人番号又は基本4情報を確認する必要が
ある場合、住民基本台帳法第30条の9の規定に基づき支払基金を介して地方公共団体情報システム機

構から個人番号や基本4情報を取得 （※1）
（4）平成29年5月 以降、情報連携のために加入者の個人番号及び資格関係情報を中間サーバー等に登
録して、被保険者枝番を取得し、資格喪失や異動等の資格関係情報に変更があった場合、中間サー
バー等の登録情報を更新

（5）他の保険者から新規加入してきた被保険者やその被扶養者の資格認定に当たり確認情報が必要な
場合は、情報提供ネットワークシステムを利用して従前の保険者に情報照会し、資格喪失していることを
確認（※2）
（6）健康保険被保険者証の再発行や高齢受給者証などの発行・管理事務に係る個人番号による対象者
の確認及び資格関係情報等の参照
（7）月額変更、算定、賞与等の標準報酬に係る届書に個人番号が記載されている場合の個人番号の確

認及び個人番号による資格関係情報等の参照
（※1）地方公共団体情報システム機i構からの個人番号取得は、平成28年10月 から平成29年3月 の間は
電子記録媒体で行い、平成29年4月 以降は中間サーバー等を介して即時照会又はファイルー括照会す
る。本人確認の基本4情報は平成29年4月 以降、中間サーバー等を介して即時照会又はファイルー括照
会する。なお、地方公共団体からの機構保存本人確認情報の取得は、支払基金を経由して行う。
（※2）情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供は、支払基金を経由して行う。

2、給付事務（加入者への給付決定に係る資格関係情報等を取り扱う事務）
（1）傷病手当金、出産育児一時金、埋葬料等の法定給付及び付加給付に係る申請書に個人番号が記載
されている場合の個人番号の確認及び個人番号による資格関係情報等の参照
（2）法定給付金及び付加給付金の計算に係る個人番号による計算条件等の情報索引
（3）給付の決定に当たり給付要件の確認が必要な場合、情報提供ネットワークシステムを利用して他の

情報保有機関に照会し確認（※3）
（4）情報連携のために、加入者の給付に係る副本情報を中間サーバー等に登録
（5）限度額適用認定証等の給付関係証書類や医療費のお知らせ等の発行・管理事務に係る個人番号に
よる対象者の確認及び資格関係情報等の参照
（※3）情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供は、支払基金を経由して行う。

3．徴収事務（保険料等の徴収に係る資格関係情報等を取り扱う事務）

（1）任意継続の保険料等の計算に係る個人番号による計算条件等の情報索引
（2）任意継続の保険料徴収や未納管理、資格喪失時還付金等の保険料徴収に係る事務について、個人

番号による資格関係情報等の参照
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It特 定個人情報ファイルを

取り扱う事務

②事務の概要

〈制度内容〉
〈事務内容〉

（参考）システム開発と特定個人情報保護評価
のスケジュール

〈制度内容〉に取りまとめ機関の支払基金を通じ
て他機関との情報連携 （情報照会・提供）を行う
ことを追加した。

〈事務内容＞1適用事務、2．給付事務に他機関
への情報照会・提供事務を追加した。

（参考）を削除した。

事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出

11．特定個人情報ファイルを

取り扱う事務
③システムの名称

健康保険組合事務基幹システム
情報連携に係る、「医療保険者等向け中間サー
バー等」を追加した。 事前

■

事後で足りるものの任意に事
前に提出

13．個人番号の利用

法令上の根拠

情報連携に係る、「住民基本台帳法」を追加し
た。

事前

■

事後で足りるものの任意に事
前に提出

■

■ ■

■

■ ■

■

■ ■

■


